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熊本県告示第４６３号 
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の規定による届出

を審査した結果、竜北町加入区及び有明町加入区について同法第１１２条第１項の規定に
よる同意があったものと認めるので、同法第１１２条の２第３項の規定により公示する。 
  令和元年（２０１９年）１１月８日 

熊本県知事 蒲  島 郁 夫  
 
 
熊本県告示第４６４号 

社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第４８条の３第１項の規定に
より登録喀痰吸引等事業者の登録を行ったので、同法第４８条の８の規定により次のとお
り公示する。 
  令和元年（２０１９年）１１月８日 

熊本県知事 蒲  島 郁 夫  

（毎週 火・金発行） 

令和元年(2019 年) 
１１月８日(金) 

第１２８７３号 
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事業者の名称

及び住所 

事業所の名称

及び所在地 
登録番号 登録年月日 

サービスの

種類 

社会福祉法人敬

愛会 

八代市日奈久塩

北町字井手の上

2905 番地 

特別養護老人ホ

ーム みなみ園 

八代市日奈久塩

南町 54 番地 

４３１１００１５５ 令和元年（２０

１９年）１０月

２３日 

介護老人福

祉施設 

 
 
熊本県告示第４６５号 

社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）附則第２０条第１項の規定に
より登録特定行為事業者の登録を行ったので、同条第２項において準用する同法第４８条
の８の規定により次のとおり公示する。 
  令和元年（２０１９年）１１月８日 

熊本県知事 蒲  島 郁 夫  

事業者の名称
及び住所 

事業所の名称
及び所在地 

登録番号 登録年月日 
サービスの
種類 

株式会社祐将 
上益城郡益城町
惣領１５２６番
地２ 

有料老人ホーム
花あかり 
熊本市東区長嶺
南一丁目１番地
１１０ 

４３１１００３８６ 令和元年（２０

１９年)１０月

２８日 

有料老人ホ

ーム 

 
 
熊本県告示第４６６号 

社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）附則第２０条第１項の規定に
より登録特定行為事業者の登録を行ったので、同条第２項において準用する同法第４８条
の８の規定により次のとおり公示する。 
  令和元年（２０１９年）１１月８日 

熊本県知事 蒲  島 郁 夫  

事業者の名称
及び住所 

事業所の名称
及び所在地 

登録番号 登録年月日 
サービスの
種類 

株式会社祐将 
上益城郡益城町
惣領１５２６番
地２ 

デイサービスセ
ンター花あかり 
熊本市東区長嶺
南一丁目１番地
１１０ 

４３１１００３８７ 令和元年（２０

１９年)１０月

２８日 

通所介護 

 
 
熊本県告示第４６７号 
 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規定により次のとおり免許
したので、同法第１１条の規定により告示する。 
  令和元年（２０１９年）１１月８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫  
１ 埋立免許年月日 
  令和元年（２０１９年）１０月２９日 
２ 出願者の住所及び氏名 
  熊本県水俣市陣内一丁目１番１号 
  水俣市 代表者 水俣市長 髙岡利治 
３ 埋立区域 
 (１) 位置 熊本県水俣市丸島町二丁目４９６に接する護岸から、同市塩浜町２７８の

９、同２７８の４、同市浜松町６１の３、同６１の４、同７３の２に接する
護岸の地先公有水面 

 (２) 区域 
    (全域) 

次の各地点のうち、①の地点から３２３度４５分２３秒 １３９．９８ｍ地点
を中心とする半径１３９．９８ｍの円周で①の地点と②の地点とを結ぶ南南東側
の円弧、②の地点から２７３度８分５２秒 ６６．４９ｍ地点を中心とする半径
６６．４９ｍの円周で②の地点と③の地点とを結ぶ東側の円弧、③の地点から７
５度２１分１８秒 ７３．６８ｍ地点を中心とする半径７３．６８ｍの円周で③
の地点と④の地点とを結ぶ西側の円弧、④の地点と⑤の地点を結んだ線、⑤の地
点から８６度４６分２０秒 ７３．０１ｍ地点を中心とする半径７３．０１ｍの
円周で⑤の地点と⑥の地点とを結ぶ西側の円弧、⑥の地点から⑦の地点を結んだ
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線、⑦の地点から１２０度５５分２０秒 ７３．０１ｍ地点を中心とする半径７
３．０１ｍの円周で⑦の地点と⑧の地点とを結ぶ北北西側の円弧、⑧の地点から
⑫の地点を順次に結んだ線、及び①の地点と⑫の地点を結ぶ平成３０年（２０１
８年）の春分の満潮位（ＤＬ＋３．５７ｍ）における公有水面と陸地との境界線
により囲まれた区域。 

 
    基点 Ｍ－１ （丸島漁港内に設置した基準点 北緯３２度１３分７秒、東経１

３０度２３分１３秒） （以下「基点」という。） 
    ①の地点 基点から   １１５度５７分２３秒 ７１．０４ｍの地点 
    ②の地点 ①の地点から ２９度４１分０６秒 １１４．１８ｍの地点 
    ③の地点 ②の地点から ３５３度００分５８秒 ２３．３９ｍの地点 
    ④の地点 ③の地点から ３５１度０３分４９秒 １４．６５ｍの地点 
    ⑤の地点 ④の地点から ８６度４６分２０秒 ０．６７ｍの地点 
    ⑥の地点 ⑤の地点から １１度０５分３３秒 ３６．１１ｍの地点 
    ⑦の地点 ⑥の地点から ２８度０９分４６秒 ４０４．３７ｍの地点 
    ⑧の地点 ⑦の地点から ６０度５４分４３秒 ７２．９８ｍの地点 
    ⑨の地点 ⑧の地点から ９２度３９分３３秒 ４１．６３ｍの地点 
    ⑩の地点 ⑨の地点から ２度３９分３３秒 ０．６７ｍの地点 
    ⑪の地点 ⑩の地点から ９２度３９分３３秒 ２．１５ｍの地点 
    ⑫の地点 ⑪の地点から １８３度２９分１４秒 ０．９３ｍの地点 
 
    (漁港区域) 

次の各地点のうち、①の地点から３２３度４５分２３秒 １３９．９８ｍ地点
を中心とする半径１３９．９８ｍの円周で①の地点と②の地点とを結ぶ南南東側
の円弧、②の地点から２７３度８分５２秒 ６６．４９ｍ地点を中心とする半径
６６．４９ｍの円周で②の地点と③の地点とを結ぶ東側の円弧、③の地点から７
５度２１分１８秒 ７３．６８ｍ地点を中心とする半径７３．６８ｍの円周で③
の地点と④の地点とを結ぶ西側の円弧、④の地点と⑤の地点を結んだ線、⑤の地
点から８６度４６分２０秒 ７３．０１ｍ地点を中心とする半径７３．０１ｍの
円周で⑤の地点と⑥の地点とを結ぶ西側の円弧、⑥の地点から㉔の地点を結んだ
線、㉔の地点から㉕の地点を結んだ線、及び①の地点と㉕の地点を結ぶ平成３０
年（２０１８年）の春分の満潮位（ＤＬ＋３．５７ｍ）における公有水面と陸地
との境界線により囲まれた区域。 

 
    ①の地点 基点から   １１５度５７分２３秒 ７１．０４ｍの地点 

②の地点 ①の地点から ２９度４１分０６秒 １１４．１８ｍの地点 
    ③の地点 ②の地点から ３５３度００分５８秒 ２３．３９ｍの地点 
    ④の地点 ③の地点から ３５１度０３分４９秒 １４．６５ｍの地点 
    ⑤の地点 ④の地点から ８６度４６分２０秒 ０．６７ｍの地点 
    ⑥の地点 ⑤の地点から １１度０５分３３秒 ３６．１１ｍの地点 
    ㉔の地点 ⑥の地点から ２８度０９分４６秒 ９３．１２ｍの地点 
    ㉕の地点 ㉔の地点から １１８度０９分５４秒 ７８．７２ｍの地点 
 
    (一般海岸区域) 

次の各地点のうち、㉕の地点から㉔の地点を経て⑦の地点を結ぶ線、⑦の地点
から１２０度５５分２０秒 ７３．０１ｍ地点を中心とする半径７３．０１ｍの
円周で⑦の地点と⑧の地点とを結ぶ北北西側の円弧、⑧の地点から⑫の地点を順
次に結んだ線、及び㉕の地点と⑫の地点を結ぶ平成３０年（２０１８年）の春分
の満潮位（ＤＬ＋３．５７ｍ）における公有水面と陸地との境界線により囲まれ
た区域。 

 
    ㉕の地点 基点から   ５１度４５分２５秒 ３００．８４ｍの地点 
    ㉔の地点 ㉕の地点から ２９８度０９分５４秒 ７８．７２ｍの地点 
    ⑦の地点 ㉔の地点から ２８度０９分４６秒 ３１１．２５ｍの地点 
    ⑧の地点 ⑦の地点から ６０度５４分４３秒 ７２．９８ｍの地点 
    ⑨の地点 ⑧の地点から ９２度３９分３３秒 ４１．６３ｍの地点 
    ⑩の地点 ⑨の地点から ２度３９分３３秒 ０．６７ｍの地点 
    ⑪の地点 ⑩の地点から ９２度３９分３３秒 ２．１５ｍの地点 
    ⑫の地点 ⑪の地点から １８３度２９分１４秒 ０．９３ｍの地点 
 (３) 面積 
   全域     ４５，１３６．８５平方メートル 
   漁港区域   １６，２２１．１０平方メートル 
   一般海岸区域 ２８，９１５．７５平方メートル 
４ 埋立に関する工事の施行区域 
 (１) 位置 熊本県水俣市丸島町二丁目４９６、同４９８、同５０１、同市塩浜町２７

８の９、同２７８の１、同２７８の１０、同２７８の８、同２７８の４、同
２７８の２、同２７８の６、同市浜松町６１の３、同６１の２、同６１の５
３、同６１の４、同７３の２、及び同７３の３の地内、並びに同市丸島町二
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丁目４９６に接する護岸から、同市塩浜町２７８の９、同２７８の４、同市
浜松町６１の３、同６１の４、同７３の２に接する護岸の地先公有水面 

 (２) 区域 
    (全域) 
     次の各地点を順次直線で結んだ線及びチの地点とイの地点を直線で結んだ線に

より囲まれた区域。 
 
    基点 Ｍ－１ （丸島漁港内に設置した基準点 北緯３２度１３分 7 秒、東経１

３０度２３分１３秒） （以下「基点」という。） 
 
    イの地点 基点から   ２８４度５８分４１秒 ２０７．３２ｍの地点 
    ロの地点 イの地点から ２８度０９分４６秒 ８３４．３９ｍの地点 
    ハの地点 ロの地点から １１８度０９分４６秒 ４０２．６６ｍの地点 
    二の地点 ハの地点から ２０８度１１分５８秒 ８８．３６ｍの地点 
    ホの地点 二の地点から ２７３度１２分０２秒 ８１．６６ｍの地点 
    への地点 ホの地点から ２０８度１１分５８秒 ９９．９０ｍの地点 
    トの地点 ヘの地点から １１８度０９分４６秒 ４４．０１ｍの地点 
    チの地点 トの地点から ２０８度１１分５８秒 ６１１．６７ｍの地点 
 
    (漁港区域) 
     次の各地点を順次直線で結んだ線及びチの地点とイの地点を直線で結んだ線に

より囲まれた区域。 
     
    イの地点 基点から   ２８４度５８分４１秒 ２０７．３２ｍの地点 
    リの地点 イの地点から ２８度０９分４６秒 ３２３．００ｍの地点 
    ヌの地点 リの地点から １１８度０９分５４秒 ３７２．３３ｍの地点 
    チの地点 ヌの地点から ２０８度１１分５８秒 ３２３．００ｍの地点 
 
    (一般海岸区域) 
     次の各地点を順次直線で結んだ線及びトの地点とヌの地点を直線で結んだ線に

より囲まれた区域。 
 
    ヌの地点 基点から ５９度５３分４０秒 ３２４．１５ｍの地点 
    リの地点 ヌの地点から ２９８度０９分５４秒 ３７２．３３ｍの地点 
    ロの地点 リの地点から ２８度０９分４６秒 ５１１．３９ｍの地点 
    ハの地点 ロの地点から １１８度０９分４６秒 ４０２．６６ｍの地点 
    二の地点 ハの地点から ２０８度１１分５８秒 ８８．３６ｍの地点 
    ホの地点 二の地点から ２７３度１２分０２秒 ８１．６６ｍの地点 
    ヘの地点 ホの地点から ２０８度１１分５８秒 ９９．９０ｍの地点 
    トの地点 ヘの地点から １１８度０９分４６秒 ４４．０１ｍの地点 
 (３) 面積 
   全域     ３０８，７４３．６８平方メートル 
   漁港区域   １２０，２３２．４８平方メートル 
   一般海岸区域 １８８，５１１．２０平方メートル 
５ 埋立地の用途  

護岸用地、公共施設用地、製造業用地、水産業用地 
 
 
熊本県告示第４６８号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２
３号）第５４条第２項の規定により指定自立支援医療機関として次のとおり指定したので
同法第６９条の規定により公示する。 
  令和元年（２０１９年）１１月８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫  

（精神通院医療） 

指定自立支援医療機関の名称及び所在地 指 定 年 月 日  
はやし薬局 

天草市城下町６-１９ 

令 和 元 年 （ ２ ０ １ ９ 年 ） １ １

月 １ 日  
すみれ薬局 

八代郡氷川町新田溝端４９-１０ 

令 和 元 年 （ ２ ０ １ ９ 年 ） １ １

月 １ 日  
たんぽぽ薬局 宇土市役所前店 

宇土市浦田町８５ 

令 和 元 年 （ ２ ０ １ ９ 年 ） １ １

月 １ 日  
日本調剤 通町薬局 

八代市通町８-２７ 

令 和 元 年 （ ２ ０ １ ９ 年 ） １ １

月 １ 日  

、 
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アロールケア訪問看護リハビリステーション 

菊池郡大津町室２４８-４ 

令 和 元 年 （ ２ ０ １ ９ 年 ） １ １

月 １ 日  

 
 
熊本県告示第４６９号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２
３号）第５４条第２項の規定により指定自立支援医療機関として次のとおり指定したので
同法第６９条の規定により公示する。 
  令和元年（２０１９年）１１月８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫  

（精神通院医療） 

指定自立支援医療機関の名称及び所在地 指 定 更 新 年 月 日  
旭中央通りクリニック 

八代市花園町１８番地１ 

令和元年（２０１９年）１１月

１日  
脳神経外科小林クリニック 

球磨郡錦町西３６０４番地１０６ 

令和元年（２０１９年）１１月

１日 

すこやか堂薬局みよし店 

合志市御代志２０３７番５ 

令和元年（２０１９年）１１月

１日 

新生堂薬局 大津店 

菊池郡大津町大字大津字門出１２１１－１ 

令和元年（２０１９年）１１月

１日 

しもうら薬局 

天草市下浦町字尾戸２００３番１ 

令和元年（２０１９年）１１月

１日 

 
 
熊本県告示第４７０号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により指定居宅サー
ビス事業者として次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 

令和元年（２０１９年）１１月８日 
熊本県知事 蒲  島 郁 夫  

事業者の名称又
は氏名 

事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 
サービスの種
類 

合同会社ⅬａＧ
ｒａｎｇｅ 

デイサービスま
おる 

菊池郡菊陽町久
保田２６４６－
２ 

令和元年（
２０１９
年）１１月
１日 

通所介護 

 
 
熊本県告示第４７１号 

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  令和元年（２０１９年）１１月８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫  
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県阿蘇市一の宮町北坂梨字八千場８６５番 

２ 指定の目的 水源の涵
か ん

養 
３ 指定施業要件 
 (1) 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字八千場８６５番（次の図に示す部分に限る。 ）  
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「 次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林局森林保全課及び熊本県県北広域本部阿蘇地域振興局並びに阿蘇市役所に備え置い 
て縦覧に供する。 ）  
 
 
熊本県告示第４７２号 

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  令和元年（２０１９年）１１月８日 

、 
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                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫  
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県上益城郡山都町葛原字中尾１３６９番９（次の図 
 に示す部分に限る。） 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 (1) 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字中尾１３６９番９（次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「 次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林局森林保全課及び熊本県県央広域本部上益城地域振興局並びに山都町役場に備え置 
いて縦覧に供する。 ）  
 
 
熊本県告示第４７３号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２
３号）第２９条第１項の規定により指定障害福祉サービス事業者として次のとおり指定し
たので、同法第５１条の規定により公示する。 
  令和元年（２０１９年）１１月８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫  

事業所の名称及び所在地 事業者の名称、主たる事

務所の所在地及び代表者

の氏名 

サ ー ビ ス の 種 類  指 定 年 月 日  

ＬＡＢみなみ阿蘇 

阿蘇郡南阿蘇村大字久石

２７１５番地５ 

株式会社南阿蘇ケアサー

ビス 

阿蘇郡南阿蘇村大字久石 

２７２１番地２ 

荒牧 律子 

就 労 継 続 支 援 Ｂ 型  
 

令 和 元 年 （  
２ ０ １ ９ 年 ） 
１ １ 月 １ 日  

  
 
 
熊本県告示第４７４号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２ 
３号）第４６条第２項の規定による指定障害福祉サービス事業の廃止の届出があったので、
同法第５１条の規定により公示する。 
  令和元年（２０１９年）１１月８日 

熊本県知事 蒲  島 郁 夫  

事業所の名称及び所在地 事業者の名称、主たる事

務所の所在地及び代表者

の氏名 

サ ー ビ ス の 種 類  廃 止 年 月 日  

ひまわりサポートセンタ

ーそらいろ 

荒尾市平山２２４８－２

０ 

株式会社ひまわり介護サ

ービス 

福岡県大川市大字津１２

－１ひまわりビル 

代表取締役 庄島 隆博 

居 宅 介 護  
重 度 訪 問 介 護  
同 行 援 護  

令 和 元 年（ ２

０ １ ９ 年 ）６

月 ３ ０ 日  
 
 

 
 
熊本県告示第４７５号 

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の 
指定施業要件を変更する。 
  令和元年（２０１９年）１１月８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫  
１ 保安林の所在場所 熊本県天草市（次の図に示す部分に限る。） 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 (1) 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    天草市（次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
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  ウ  主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産  
部森林局森林保全課及び熊本県天草広域本部並びに天草市役所に備え置いて縦覧に供する 
 
 
熊本県告示第４７６号   

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のとおり道路の
供用を開始する。       
 その関係図面は、令和元年（２０１９年）１１月８日から６０日間、熊本県土木部道路
都市局道路保全課において一般の縦覧に供する。 
  令和元年（２０１９年）１１月８日 

熊本県知事 蒲  島 郁 夫  
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類  路線名  供用を開始する区間         
延  長  

（メートル） 
備 考  

一般県道 越小場湯

浦線 

葦北郡芦北町古石字唐津山 

８３６番４地先から 

同所 

５４３番２地先まで 

 122.2 単道改 

２ 供用を開始する期日 令和元年（２０１９年）１１月８日 
 
 
熊本県告示第４７７号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２
３号）第２９条第１項の規定により指定障害福祉サービス事業者として次のとおり指定し
たので、同法第５１条の規定により公示する。 
  令和元年（２０１９年）１１月８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫  

事業所の名称及び所在地 事業者の名称、主たる事

務所の所在地及び代表者

の氏名 

サ ー ビ ス の 種 類  指 定 年 月 日  

ニチイケアセンターすや 

合志市須屋２７５２－１

二本松コーポ１０５ 

株式会社ニチイ学館 

東京都千代田区神田駿河

台二丁目９番地 

森 信介  

居 宅 介 護  
重 度 訪 問 介 護  

令 和 元 年 （  
２ ０ １ ９ 年 ）

１ １ 月 １ 日  

 
 
 
 公   告   
 

熊本県公告第４３１号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す

る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  令和元年（２０１９年）１１月８日 

熊本県知事  蒲 島 郁 夫  
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
    上益城郡嘉島町大字上六嘉字龍福寺３３５番、同３３７番、同３３８番、同３３９番 

同３４０番、同３４１番１、同３４１番２、同３４２番２、同３４３番２、同３４４番
２、同３４５番２、同３４６番３、同３４６番４、同３９２番２、同３９６番３、同３
９７番、同３９８番１、同３９８番２、同３９９番２及び水路の一部 

  ４，９９８．４５平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
  熊本市中央区出水三丁目１０番３５号 
  株式会社ＧＭ開発 
 
 
熊本県公告第４３２号 

肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第７条の規定に基づき、次の肥料を登録した
ので、同法第１６条第１項の規定に基づき公告する。 
  令和元年（２０１９年）１１月８日 

熊本県知事 蒲  島 郁 夫  

、 

。） 
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登録番号 

 

 

肥料の 

種 類  

肥料の 

名 称  

保証成分量 

 （％） 

その他の規格 生産業者の氏名 

又は名称及び住 

所 

登録した 

年月日 

熊本県肥 

第１４８ 

７号 

ごま油 

かす及 

びその 

粉末 

一番し 

ぼりご 

ま油粕 

窒素全量： 

６．０ 

りん酸全量 

：１．０ 

加里全量 

：１．０ 

該当なし 有限会社堀内製

油 

熊本県八代郡氷

川町吉本９４ 

令和元年

（２０１ 

９年）１ 

０月３０  

日 

熊本県肥 

第１４８ 

８号 

魚廃物

加工肥 

料 

天草魚

粉５・ 

３ 

窒素全量： 

５．０ 

りん酸全量 

：３．０ 

含有を許され 

る有害成分の 

最大量及びそ 

の他の制限事 

項は、公定規 

格のとおり 

天草ショウエイ 

株式会社 

熊本県天草市牛

深町３０３１番 

地２６ 

令和元年

（２０１ 

９年）１ 

０月３０  

日 

 
 
熊本県公告第４３３号 

肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定に基づき、次の肥料の
登録有効期間を更新したので、同法第１６条第１項の規定に基づき公告する。 
  令和元年（２０１９年）１１月８日 

熊本県知事 蒲  島 郁 夫  

登録番号 

 

 

肥料の 

種 類  

肥料の 

名 称  

保証成分量 

 （％） 

その他の  

 規格  

生産業者の氏名 

又は名称及び住 

所 

有効期限 

熊本県肥 

第１４３ 

９号 

 

混合有

機質肥

料 

ニュー 

グリー 

ンボカ 

シ 

窒素全量： 

２．０ 

りん酸全量 

：４．０ 

加里全量： 

２．０ 

含有を許される

有害成分の最大

量及びその他の

制限事項は、公

定規格のとおり 

株式会社ドリー

ムジャパン 

熊本県八代市千

丁町太牟田２３

７０番１ 

令和７年（ 

２０２５年 

）１１月４ 

日 

熊本県肥 

第１３７ 

６号 

 

消石灰 ７３． 

０消石 

灰 

アルカリ分 

：７３．０ 

 

該当なし 安田石灰工業株

式会社 

熊本県八代市花

園町９番地１４ 

令和７年（ 

２０２５年 

）１１月２ 

４日 

 
 
熊本県公告第４３４号 

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届

出があったので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり

公告し、当該届出を縦覧に供する。  
  令和元年（２０１９年）１１月８日  

熊本県知事 蒲  島 郁 夫  
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  嘉島ショッピングセンター 

  上益城郡嘉島町鯰字皆根１７９２－１外 

２ 変更した事項 

(1)   大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名 

    （変更前）株式会社ホームインプルーブメントひろせ 

         代表取締役社長 廣瀬 舜一 

         大分県大分市萩原一丁目１８番２号 

 （変更後）株式会社ホームインプルーブメントひろせ 

         代表取締役社長 中澤 孝志 

         大分県大分市大字古国府２４３番地９ 

(2)   大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあ
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っては代表者の氏名  
（変更前）株式会社ホームインプルーブメントひろせ 

         代表取締役社長 廣瀬 舜一 

         大分県大分市萩原一丁目１８番２号 

 （変更後）株式会社ホームインプルーブメントひろせ 

         代表取締役社長 中澤 孝志 

         大分県大分市大字古国府２４３番地９  
３ 届出年月日  
  令和元年（２０１９年）１０月２３日  
４ 届出の縦覧場所及び縦覧期間  

熊本県商工観光労働部商工労働局商工振興金融課及び熊本県県央広域本部上益城地域

振興局総務振興課  
令和元年（２０１９年）１１月８日から令和２年（２０２０年）３月８日まで  

 
 
熊本県公告第４３５号 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成１９年法律第１１
２号）第４０条の規定により住宅確保要配慮者居住支援法人を指定したので、同法第４１
条第１項の規定により次のとおり公告する。 
  令和元年（２０１９年）１１月８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫  
１ 住宅確保要配慮者居住支援法人の名称及び住所 
  社会福祉法人熊本県ひとり親家庭福祉協議会 
  熊本市東区錦ヶ丘３４－２３ 
２ 支援業務を行う事務所の所在地 
  熊本市東区錦ヶ丘３４－２３ 
 
 登  載 依 頼   
 

熊本県明るい選挙推進協議会公告第２号 
 熊本県明るい選挙推進協議会の会議を、次のとおり開催する。 
 なお、当該会議の傍聴の手続は、次のとおり。 
  令和元年（２０１９年）１１月８日 
              熊本県明るい選挙推進協議会会長 上 拂 耕 生  
１ 開催日時 
  令和元年（２０１９年）１１月１５日（金）午後１時３０分から午後３時００分まで 
２ 開催場所 
  熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県庁行政棟本館５階 審議会室 
３ 議題  
 (1)   令和元年度（２０１９年度）上半期の事業実施状況報告について 
 (2)   令和元年度（２０１９年度）明るい選挙啓発作品コンクール審査（習字） 

(3)   その他 
４ 傍聴の定員 
  １０人 
５ 傍聴手続 
 (1)   傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに当該会議の会場において、協議会の会 

長の許可を得た上で、会議の会場に入ることができる。 
 (2)   傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問合せ先 
  熊本県熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県選挙管理委員会（熊本県総務部市町村・税務局市町村課選挙班） 
  （電話０９６－３３３－２１０４（ダイヤルイン）） 
 
 
熊本県選挙管理委員会告示第３９号 
  政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定による政治団体の届
出があったので、同法第７条の２第１項の規定に基づき、その名称等を次のとおり公表す
る。 
   令和元年（２０１９年）１１月８日 
                               熊本県選挙管理委員会  委員長 松 永 榮 治                                                 
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熊本県選挙管理委員会告示第４０号 
 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定による政治団体の届
出事項の異動の届出があったので、同法第７条の２第１項の規定に基づき、次のとおり公
表する。 

令和元年（２０１９年）１１月８日 
熊本県選挙管理委員会 委員長 松 永 榮  治 

GX)�vh9

¯³°G��F�

*�w&��GX)��0�G��F�

GX)��$f
��¤��D�

D+-

����=bOk

��/¦����

�v�£¥¤F�

9�?JI

o`U��\Md

2p=j(F�
tO 7S {. '�

\Md2p=3_b

³¸±·
� �%�?�����?��J��I

o`U��\Md

q8=j�F�
;_ g 
� Y�

\Mdq8=6�

³ºº±³
� �%�?�����?��J��I

o`U��\Md

\M=j(�F�
1< [� �"  �¢

\Md\M=��.�b

r:µ´¸¶
� �%�?�����?��J�I

o`U��\Md

#C=j�F�
WV @^ O� �5

\Md#C=i|´´»´

���ª³�
� �%�?�����?��J��I

o`U��\Md

Q~HB>F�
PO ,�� � �y

\Md\M=�4�

��!cb³³±³´

©§«¬®¨��!´�

� �%�?�����?��J��I

¯´°����GX)�¯G� ¡GXz�)��0�GX)�°

*�w&��GX)��0�GX)�

GX)��$f
��¤��D�

D+-

L���AE� N: �K^ �� Yn
\Md]e�	LOa

µµ¹¶±µ¸

RM}¦m�¤� _� Z _� Z
\Md\M=�4���

¸±´²±³»
�%�?�����?��J��I

sl�

T$

sl�

T$

�ux�l�

T$

�ux�l�

T$
9�?JI

�%�?�����?��J��I



令和元年(2019年)11月8日 金曜 熊  本  県  公  報 第１２８７３号００ 
 

11 

 

 
熊本県選挙管理委員会告示第４１号 
 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定による政治団体の
解散の届出があったので、同条第３項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

令和元年（２０１９年）１１月８日 
                                熊本県選挙管理委員会 委員長 松 永 榮 治  
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熊本県選挙管理委員会告示第４２号 
 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項第２号の規定による資金
管理団体でなくなった旨の届出があったので、同法第１９条の２第１項の規定に基づき、
次のとおり公表する。 

令和元年（２０１９年）１１月８日 
               熊本県選挙管理委員会 委員長  松 永 榮 治  

 
 
 
熊本県公共事業再評価監視委員会公告第４号 

令和元年度（２０１９年度）第４回熊本県公共事業再評価監視委員会を次のとおり開 
催します。 

  令和元年（２０１９年）１１月８日 
熊本県公共事業再評価監視委員会 

                          
1   開催日時 
    令和元年（２０１９年）１１月１８日（月） 
     午後１時から午後３時まで 

２  開催場所 
     熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 
    熊本県庁行政棟本館 ５階 審議会室 

３  議事 
     意見の取りまとめ 
４  傍聴者の定員 
    １０人 

５  傍聴手続 
 （１）  傍聴希望者は当該会議の会場において受付をしたうえで、係員の指示に従 

い、会場に入ることができます。なお傍聴の受付は、原則、開催予定時刻の 
３０分前から開始し、１０分前で終了します。 

（２）  傍聴の手続は先着順で行いますので、定員になり次第受付を終了します。 
６ 問合せ先 
    熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 
    熊本県公共事業再評価監視委員会事務局（熊本県農林水産部技術管理課） 
    電話096-333-2467 

   

 
熊本県環境審議会公告第２号 
 第６４回熊本県環境審議会の会議を、次のとおり開催する。 
 なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおりとする。 
  令和元年（２０１９年）１１月８日 
                     熊本県環境審議会会長  嶋田 純   
１ 開催日時 
  令和元年（２０１９年）１１月１５日（金） 午後１時３０分から 
２ 開催場所 
  熊本県熊本市中央区水前寺公園２８－５１  

 ホテル熊本テルサ２階 りんどう・つばき 
３ 議事  
（１）審議事項 
  ア 熊本県環境影響評価条例施行規則の改正に係る検討について 
（２）報告事項 
  ア 「くまもと環境賞」の見直しについて 
  イ 第五次熊本県環境基本計画の取組状況等について 
４ 傍聴者の定員 
  ５人  
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５  傍聴手続 
（１）傍聴希望者は、会議の開催時刻までに当該審議会の会場において、審議会事務局の 
  許可を得た上で、会議の会場に入ることができる。 
（２）傍聴の手続は、会場にて午後１時から先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
  熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県環境審議会事務局（熊本県環境生活部環境局環境立県推進課） 
  （電話０９６－３８３－１１１１ 内線７３２１） 

  




